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							武田行政書士事務所

			
							海外企業の子会社を日本に設立したい。VISAも取って欲しいし、会計も任せたい。外国人を雇用するがビザ（在留資格）手続がわからない。ビザ申請が不許可になった。そんなときは経営管理に強い武田行政書士事務所にお任せください。
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				武田行政書士事務所
〒141-0021 東京都品川区上大崎2-10-34

最寄駅：JR目黒駅東口

TEL：03−3440−2925(8:30〜18:00)
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内容の正確性については細心の注意を払っておりますが、このサイトをご参考にしてとられた行為のいかなる結果についても当事務所で責任を負うことはできません。ご了承ください。内容の不備がありましたらご指摘いただけると幸いです。著作権について：このホームページの無断転用・転載を禁止致します。
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